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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
荒
川
下
流
部
の
水
位
を
映
す
ラ
イ
ブ
映
像
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
危
険
性
が
高
か
っ
た
地
点
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
荒
川
（
河
川
法
（
昭

和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
内
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
国
が
水
位
を
観
測

し
て
い
る
地
点
の
う
ち
、
令
和
元
年
十
月
十
二
日
か
ら
同
月
十
三
日
ま
で
の
間
に
観
測
し
た
水
位
と
堤
防
の
高
さ
と
の
差
が

最
も
小
さ
か
っ
た
地
点
は
、
埼
玉
県
桶
川
市
の
太
郎
右
衛
門
橋
水
位
流
量
観
測
所
地
点
で
あ
り
、
そ
の
値
は
百
四
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
（
速
報
値
）
で
あ
っ
た
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

東
京
都
江
戸
川
区
内
の
荒
川
に
お
い
て
、
国
が
水
位
を
観
測
し
て
い
る
地
点
の
う
ち
、
令
和
元
年
十
月
十
二
日
か
ら
同
月

十
三
日
ま
で
の
間
に
観
測
し
た
水
位
と
堤
防
の
高
さ
と
の
差
が
最
も
小
さ
か
っ
た
地
点
は
、
小
名
木
川
水
位
観
測
所
地
点
で

あ
り
、
そ
の
値
は
二
百
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
速
報
値
）
で
あ
っ
た
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
多
く
の
区
民
に
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
直
ぐ
横
の
堤
防
を
水
が
越
え
て
く
る
と
考
え
て
い
た
区
民
が
大
半
だ



 

２ 

 

っ
た
」
及
び
「
正
確
な
情
報
提
供
と
そ
の
周
知
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
円
滑
か
つ
迅
速

な
避
難
の
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
五
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
国

土
交
通
省
、
都
道
府
県
、
市
町
村
等
で
構
成
さ
れ
る
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
に
お
い
て
、
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水

が
想
定
さ
れ
る
区
域
の
浸
水
深
、
浸
水
継
続
時
間
、
洪
水
到
達
時
間
等
の
水
害
リ
ス
ク
情
報
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
平
時

か
ら
の
住
民
へ
の
効
果
的
な
周
知
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
河
川
管
理
用
カ
メ
ラ
の
映
像
に
つ
い
て
は
、
一
義
的
に
は
、
河
川
管

理
者
が
洪
水
時
又
は
地
震
時
等
の
緊
急
時
に
堤
防
に
限
ら
ず
河
道
等
河
川
管
理
上
必
要
な
対
象
を
監
視
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
河
川
流
況
や
河
川
敷
の
具
体
的
な
状
況
も
確
認
で
き
る
た
め
、
河
川
の
周
辺
住
民
の
主
体
的
な
避
難

に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
近
傍
の
水
位
観
測
所
に
お
い
て
観
測
し
た
現
況
水
位
、
氾
濫
危
険
水
位
等
と
併
せ
て
広
く
公
開
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
と
も
地
域
の
住
民
に
対
す
る
適
切
な
情
報
提
供
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 


